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屋外イベント備品 貸出規約 
一般社団法人美園タウンマネジメント 

2023年5月8日 

【適用】 
1. 本規約は、一般社団法人美園タウンマネジメント（以下、当法人）の所有・管理する屋外イ
ベント備品（以下、備品）の貸出について、必要な事項を定めるものです。 

2. 備品の貸出を受ける者（以下、借主）は、本規約その他当法人の指示事項（以下、本規約等）
を遵守するとともに、備品の利用者にも本規約等遵守の指導義務を負うものとします。 

【貸出の範囲】 
1. 当法人は、以下の使用目的のため備品を貸出します。 

① 屋外スペースの新たな利活用方法に係る実証実験を含む屋外イベント・行事等の開催。 
2. 貸出備品は、別に定める貸出備品リストに登載されているものに限ります。 

【貸出の申請】 
1. 備品の貸出を受けようとする者は、当法人の指定する方法により申請を行い、当法人より貸
出許可の通知をした時点で正式に貸出決定となります。なお、申請に係る経費は、申請者の
負担とします。 

2. 申請者は、原則として下表に該当する者のみとします。 
使用目的 対象者 

イベント・行事等の開催 浦和美園駅周辺エリア（さいたま市緑区美園地区および岩槻区
新和地区）の屋外スペースにて備品を使用する者 

3. 申請の期限は、原則として貸出希望日の1週間前まで（先着順）とします。なお、貸出可能備
品数にそれぞれ限りがあるため、貸出をお断りさせていただく場合もございます。 

4. 備品の貸出期間は、原則として1週間以内とします。1週間を超える⻑期間に亘る連続使用ま
たは定期使用を希望する場合は、当法人まで別途ご相談ください。 

5. 貸出決定後、借主はその権利を他人に譲渡・転貸できません。 
6. 借主ご自身のやむを得ない事情によりキャンセルされる場合には、貸出日前日までに当法人
に書面または電子メールにて届出ください。なお、無断キャンセルの場合は、以後の貸出を
お断りすることがあります。 

7. 以下に該当する方は、貸出をお断りさせていただきます。なお、以下に該当するか否かの審
査については、当法人が独自に行うことができるものとします。 
① 暴力団関係者および暴力団関連企業、または反社会的行為をされる方 
② 布教活動、宗教活動、政治活動、違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした方 
③ 法令および公序良俗に反する、またはその恐れのある行為をされる方 
④ 本規約等への違反や迷惑行為に対する当法人の警告にもかかわらず改善がされない場合 
⑤ その他当法人が不適当と判断した場合 

【貸出料金】 
1. 貸出料金は、別に定める料金表に従い、当法人の指定する方法にて、原則として事前に支払
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うものとします。 

【貸出規則】 
1. 備品の貸出・返却は、当法人の運営するまちづくり拠点施設「アーバンデザイセンターみそ
の：UDCMi」（ https: //www.misono-tm.org/udcmi ）もしくは浦和美園駅近隣で当法人の
指定する場所にて、当法人スタッフ⽴会の上で行ってください。なお、使⽤場所との間の備
品運搬や、使⽤場所での備品設置等は、借主が行ってください。 

2. 備品の貸出⽇時および返却⽇時は、原則としてUDCMiの開館時間内に限ります。 
3. 備品は、許可を受けた使⽤⽬的・使⽤場所以外での使⽤はできません。 
4. 複数⽇に亘る期間にて貸出を受ける場合には、夜間等において備品を屋外に放置する行為は
避け、貸出期間中は借主が適切に管理・保管ください。 

5. 備品は、他人に危害を及ぼしたり他人の迷惑となる使い⽅、また改造する行為を禁じます。 
6. 備品は、紛失・破損等することがないようご注意ください。 
7. 備品を紛失・破損等した場合、借主は速やかに当法人にその旨を報告の上、当法人の指示に
従ってください。なお、借主の故意または重過失により備品を紛失・破損等した場合は、当
法人は借主に損害賠償させるものとします。 

8. 備品の使⽤によって生じた損害・事故等に関しては、当法人は一切の責任を負いません。 

【個人情報の取り扱い】 
1. 当法人は、貸出申請により取得した個人情報を、一般社団法人美園タウンマネジメントのプ
ライバシーポリシー（ https: //www.misono-tm.org/inc/pp ）に従って厳重に管理し、申込
者本人の同意された範囲での利⽤と提供をし、無断で第三者に提供・開示することはありま
せん。ただし、個人情報提供者本人の同意がある場合および法令に基づく場合は除きます。 

【規約の改廃】 
1. 当法人は、本規約を随時改定できるものとします。 
2. 本規約の改定はWebサイト等にて周知し、その時点をもって全ての事項は改定後の規約に準
じるものとします。 

3. 本規約の改定後に貸出申請をした場合は、申請者は改定後の規約について同意したものとみ
なします。 

以 上 


